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令和６年６月 議会協議会資料 

総  務  部 

産  業  部 

 

防衛省による多機能な複合防衛拠点の整備検討に当たっての呉市からの要望骨子について 

 

日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所呉地区（以下「日鉄呉地区」といいます。）跡地の防衛省による「多機能な複合

防衛拠点」の整備については，本年３月１１日の議会協議会で防衛省から説明を受けるとともに，同年４月２６日

の産業建設委員会において取組経過等を報告し，議員の皆様の意見をお伺いしたところです。 

また，このほか，日本製鉄株式会社（以下「日鉄」といいます。）・防衛省・広島県・呉市による４者協議（以

下「４者協議」といいます。）などを通じ，関係機関から情報を提供していただき，それぞれの考え方を伺うとと

もに，呉市としての意見を伝えてきたところです。 

防衛省は，この日鉄呉地区跡地での「多機能な複合防衛拠点」の整備に係るゾーニング案を，国の令和７年度予

算の概算要求前後に中間報告し，早ければ年内にもゾーニング案を関係者に説明する方針を示しています。 

日鉄呉地区跡地については，現在，広島県とともに様々な利活用の可能性を探る調査を進めているところですが，

防衛省による「多機能な複合防衛拠点」の整備という提案は，重要な選択肢と考えており，同省がゾーニング案を

検討するに当たり，呉市としての要望を提示したいと考えています。 

また，防衛省からも，呉市がゾーニング案へ反映させたい要望事項などについての照会があり，これまでの議会

からの意見等も踏まえ，防衛省による多機能な複合防衛拠点の整備検討に当たっての地元呉市としての要望骨子を

まとめましたので，報告します。  
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１ 日鉄呉地区跡地に係る防衛省からの「多機能な複合防衛拠点」としての整備の説明以降の経過 

時期 

（令和６年） 
主な経過※ 

議会への 

資料提供日 

（令和６年） 

３月 ４日 

○防衛省から広島県及び呉市に対し，防衛力の抜本的な強化のため，今後，「多機

能な複合防衛拠点」を新たに日鉄呉地区跡地に整備したい旨の説明 

○このことについて，防衛省から，４者協議をしたいとの申入れ 

３月４日 

３月１１日 
○防衛省から呉市議会（呉市議会協議会）に対し，日鉄呉地区跡地に係る「多機能

な複合防衛拠点」の整備について説明 
－ 

３月２７日 

○広島県と呉市で実施する「日鉄呉地区跡地利活用可能性調査」に係る委託事業者

選定委員会を開催し，「デロイトトーマツコンサルティング合同会社」に決定

（４月１５日業務委託契約締結） 

  ２月２２日 

（スケジュール等 ） 

３月２８日 ○４者協議開催 
  ３月２６日 

  ３月２９日 

４月 ３日 

○日鉄から，日鉄，広島県及び呉市の３者での日鉄呉地区跡地利活用に係る協議

（以下「３者協議」という。）には応じられない旨の回答（事務担当者レベルに

よる協議での回答） 

－  

４月１２日 
○日鉄の山根健嗣（本社）総務部長が市長表敬訪問。呉市から３者協議の開催につ

いて申入れ 
  ４月１２日 

４月１７日 
○広島県の玉井副知事と阿原副市長が日鉄本社を訪問し，３者協議の開催について

再度申入れ 
－ 

４月２６日 
○呉市議会産業建設委員会で「日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所呉地区跡地の利活用

に関する取組経過等について（報告）」行政報告 
  ４月２６日 

５月２９日 
○広島県及び呉市から，日鉄に３者協議の概要について事務レベルで説明し，引き

続き３者協議の開催に向けて話合いを続けていくことで合意 
   － 

５月３１日 
○令和７年度国の施策・予算に対する提案活動で防衛省を訪問し，４者協議におけ

る継続した情報提供及び地元自治体の意向を踏まえた対応を要望 
   － 

６月１７日 ○防衛省から「呉地区における多機能な複合防衛拠点の整備について」の照会    － 

※ その他，５月９日に日鉄呉地区敷地内の企業から，土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）に基づく有害物質使用

特定施設の廃止の届出があり，６月４日に現地確認した結果，関係者以外は敷地に立ち入りできない状況であり，健康被

害を生じるおそれがないことを確認しています。 
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２ 防衛省に対する呉市からの要望骨子   

議会からの意見等を踏まえ，防衛省に対する呉市からの要望骨子を次のとおりまとめました。 

７月上旬に防衛省に要望していく予定です。 

 

(1) 産業機能 

経済波及効果・雇用創出効果の高い産業及び呉市の中小企業に好影響が及ぶ裾野の広い産業の誘致・整備並 

びに施設整備等の発注に当たっての地元企業の優先 

(2) 安全と環境への配慮 

火薬庫を主要施設としないこと及び施設の整備・運用に当たっての安全管理の徹底並びに地域住民への支障 

の考慮 

(3) 防災機能 

災害時に様々な活動を展開することができる広域防災機能の整備 

(4) 自衛隊員等の増加 

   自衛隊員及び民間企業で勤務する人員の増加（雇用拡大） 

 (5) 市民利用 

スポーツ施設など，市民が利用できる地域に開かれた施設として整備 

 (6) 研究開発拠点の整備 

高度な最先端技術の研究開発拠点の整備 

 (7) 海上自衛隊呉教育隊の移転 

海上自衛隊呉教育隊の日鉄呉地区跡地等への移転による本市まちづくりへの貢献  


